
JP 4593268 B2 2010.12.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
供給された酸素に湿気を加えるためのバブル加湿器であって、 一定量の液体を入れるた
めの加湿器基部と、
　該加湿器基部用カバーとを備え、
　該バブル加湿器は、該バブル加湿器に酸素を供給するための酸素注入口と、患者に加湿
酸素を供給するための加湿酸素供給管への接続のための加湿酸素放出口とを有し、該酸素
注入口は、該加湿器基部内に入れられる液体中に、供給された酸素を拡散させるための拡
散器に接続され、
　該バブル加湿器は、該バブル加湿器の作動中に該バブル加湿器内で生成される過剰な圧
力を解放するための圧力解放装置を有し、
　該バブル加湿器は、長手方向の軸を規定し、
　該バブル加湿器の長手方向の軸にほぼ垂直な角度で該拡散器から酸素が放出されるよう
に該拡散器が配置されて、該加湿器基部内に入れられる液体の流れが、該バブル加湿器の
作動中に該加湿酸素放出口に入って該加湿酸素供給管伝いに搬送されるのを最小化し、
　該圧力解放装置の側壁に少なくとも１つの側部排出ポートを設け、該少なくとも１つの
側部排出ポートが、可動金属片が解放ポートに密封係合する際に、該可動金属片の側壁に
通じるとともにそれにより覆われ、該過剰な圧力が該バブル加湿器内で生成される際に、
該可動金属片が軸方向に付勢されて該圧力解放装置の基部から離れ、これにより、該可動
金属片の弁要素が該解放ポートから離れて、該少なくとも１つの側部排出ポートが、該解
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放ポートを介して、該圧力解放装置に入る酸素に直接通じ、この酸素の一部を該少なくと
も１つの側部排出ポートを通して直接大気に放出する一方、残りの空気を第２の排出ポー
トを通して放出することを特徴とするバブル加湿器。
【請求項２】
該バブル加湿器を酸素供給源と組み合わせて使用し、該酸素供給源の放出口を該バブル加
湿器の酸素注入口に接続し、該バブル加湿器の加湿酸素放出口を、該加湿酸素供給管を介
して、患者に加湿酸素を供給するための酸素分配装置に接続することを特徴とする請求項
１に記載のバブル加湿器。
【請求項３】
該酸素分配装置がカニューレであって、酸素とともに搬送される液体を解放するための排
水器を該加湿酸素供給管に設けて、該カニューレに搬送される液体量を最小化することを
特徴とする請求項２に記載のバブル加湿器。
【請求項４】
加湿管の第１端部を該酸素注入口に接続して該酸素供給源により搬送される酸素を受け取
る一方、該加湿管の第２の対向する端部を該拡散器に接続することを特徴とする請求項１
に記載のバブル加湿器。
【請求項５】
該カバーと該加湿器基部との間で大体において気密及び水密状態が達成されるように、該
カバーが該加湿器基部に嵌合することを特徴とする請求項１に記載のバブル加湿器。
【請求項６】
該加湿器基部が、１００～３５０立方センチメートルの液体を保持できる大きさにされて
、該バブル加湿器を介して該患者に供給される酸素に十分な量の湿気を加えるのを容易に
することを特徴とする請求項１に記載のバブル加湿器。
【請求項７】
該拡散器が拡散器ハウジングを備え、該拡散器ハウジングの遠端が外側に向かって朝顔状
に広がるとともに終壁により閉じられ、複数の周辺放出路が該拡散器の遠端に形成される
ことを特徴とする請求項１に記載のバブル加湿器。
【請求項８】
該複数の周辺放出路が、該拡散器の周辺に等しく間隔をあけられ、加湿された酸素が該拡
散器ハウジングの長手方向の軸に沿って流れて終壁に衝突し、該バブル加湿器により規定
される長手方向の軸にほぼ直角に該周辺放出路の１つを通って放出されるように配置され
ることを特徴とする請求項７に記載のバブル加湿器。
【請求項９】
該複数の周辺放出路を通って放出される空気が酸素バブルを形成し、形成された酸素バブ
ルは、該酸素バブルが該バブル加湿器の加湿器基部に入れられた液体に広がるにつれて、
該液体中に分散することを特徴とする請求項７に記載のバブル加湿器。
【請求項１０】
該圧力解放装置が、基部に形成されて該バブル拡散器の内部区画に直接通じる解放ポート
を有する圧力解放ハウジングを備え、該可動金属片が該圧力解放ハウジングに収納され、
該可動金属片が通常は該解放ポートを密封するものの解放ポートに関して移動可能であり
、該バブル加湿器内に生成される過剰な圧力を解放可能であることを特徴とする請求項１
に記載のバブル加湿器。
【請求項１１】
該圧力解放装置が、長手方向の軸を規定し、該可動金属片は該圧力解放装置により規定さ
れた長手方向の軸に沿って移動可能であり、該可動金属片の下方に向いた表面が、該解放
ポートと密封係合するように円錐状に形成された該弁要素を収容することを特徴とする請
求項１０に記載のバブル加湿器。
【請求項１２】
該可動金属片の重さが８．０８グラムであって、該弁要素が、通常は該解放ポートを気密
に保ち、酸素または液体が該解放ポートを通って流れるのを防ぐことを特徴とする請求項
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１１に記載のバブル加湿器。
【請求項１３】
該圧力解放ハウジングが、第１のガイド部材を備えるとともに該可動金属片が相補的なガ
イド部材を有し、該２つのガイド部材は、該可動金属片が該解放ポートから離れると、該
弁要素を該解放ポートに再着座させることを特徴とする請求項１に記載のバブル加湿器。
【請求項１４】
該可動金属片の直径が、該圧力解放ハウジングの内径よりもわずかに小さく、これにより
、該弁要素が付勢されて該解放ポートとの係合が外れる場合、酸素が該可動金属片の外表
面と該圧力解放ハウジングの内表面との間を通って、該圧力解放ハウジングに形成された
排出ポートを介して抜けることを特徴とする請求項１に記載のバブル加湿器。
【請求項１５】
該排出ポートは、その内部を通して酸素を排出する際に音を出して該圧力解放装置が作動
していることを知らせることを特徴とする請求項１に記載のバブル加湿器。
【請求項１６】
該弁要素の表面が、該圧力解放装置の長手方向の軸に対し１５°の角度を形成する傾斜し
た円錐状であることを特徴とする、請求項１１に記載のバブル加湿器。
【請求項１７】
該圧力解放装置の最上壁に、該可動金属片を十分に開いた位置に移動すると該可動金属片
の後部表面に当接するように配置される停止部を設け、該停止部を、大体において該圧力
解放装置の長手方向の軸に一致する円筒状の部材にすることを特徴とする請求項１１に記
載のバブル加湿器。
【請求項１８】
該バブル加湿器が、毎分６～１０リットルの酸素流速で作動することを特徴とする請求項
１に記載のバブル加湿器。
【請求項１９】
供給された酸素に湿気を加えるためのバブル加湿器であって 、一定量の液体を入れるた
めの加湿器基部と、
　該加湿器基部用カバーとを備え、
　該バブル加湿器は、該バブル加湿器に酸素を供給するための酸素注入口と、患者に加湿
酸素を供給するための加湿酸素供給管への接続のための加湿酸素放出口とを有し、該酸素
注入口は、該加湿器基部内に入れられる液体中に、供給された酸素を拡散させるための拡
散器に接続され、
　該バブル加湿器は、該バブル加湿器の作動中に該バブル加湿器内で生成される過剰な圧
力を解放するための圧力解放装置を有し、
　該バブル加湿器は、長手方向の軸を規定し、
　該バブル加湿器の長手方向の軸にほぼ垂直な角度で該拡散器から酸素が放出されるよう
に該拡散器が配置されて、該加湿器基部内に入れられる液体の流れが、該バブル加湿器の
作動中に該加湿酸素放出口に入って該加湿酸素供給管伝いに搬送されるのを最小化し、該
拡散器が拡散器ハウジングを備え、該拡散器ハウジングの遠端が外側に向かって朝顔状に
広がるとともに終壁により閉じられ、複数の周辺放出路が該終壁と該拡散器ハウジングの
朝顔状の端とにより規定されることを特徴とするバブル加湿器。
【請求項２０】
該圧力解放装置の側壁に少なくとも１つの側部排出ポートを設け、該少なくとも１つの側
部排出ポートが、可動金属片が解放ポートに密封嵌合する際に、該可動金属片の側壁に通
じるとともにそれにより覆われ、該過剰な圧力が該バブル加湿器内で生成される際に、該
可動金属片が軸方向に付勢されて該圧力解放装置の基部から離れ、該過剰な圧力を該少な
くとも１つの側部排出ポートを通して少なくとも部分的に放出することを特徴とする請求
項１９に記載のバブル加湿器。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
発明の分野
本発明は、医療目的で患者に酸素を投与するより前に酸素を加湿するために使用されるバ
ブル加湿器についての改良に関する。
発明の背景
酸素は、様々な医学的理由のために患者に供給されている。酸素を生成するための従来の
技術は概して、酸素が基本的に０％の相対湿度を有するように、生成された酸素から基本
的に全ての湿気を除去する。患者に生成された酸素を供給するより前に、酸素は通常バブ
ル加湿器又は他の加湿装置を通して送られる。バブル加湿器又は他の加湿装置では、医療
用に患者に酸素を投与するより前に、適量の湿度が酸素に加えられる。
【０００２】
　標準的な加湿器は通常、毎分約２から４リットルの酸素流速で酸素を加湿する。しかし
ながら、供給された酸素の流速が毎分６リットル以上に増加すると、現在入手可能なバブ
ル加湿器は十分に機能しない。特に、現在入手可能なバブル加湿器は、バブル加湿器を介
して酸素流速が増加することによって、過度にぶれて揺れる傾向を有する。言い換えると
、バブル加湿器のこうしたぶれや揺れは、バブル加湿器のための圧力解放装置のバルブ部
分が着座位置から外れ、患者に加湿酸素の一部を供給するよりもむしろ、バブル加湿器か
ら周囲の環境へと加湿酸素の一部を放出する原因となる。また、圧力解放装置を介したこ
うした供給された酸素の放出は、圧力解放装置が“ホイッスル”音を出す原因となる。こ
の音は通常、供給された加湿酸素の少なくとも一部が患者に供給されていないことを示唆
する。例えば、患者に酸素を供給するための加湿酸素供給管が、内部に欠陥を有するか、
何らかの形で目詰まりして閉塞されたかもしれない。医療関係者は、“ホイッスル”音に
応えて、加湿酸素供給管から欠陥または閉塞を除去する等の修正作業を行うであろう。
【０００３】
　従来の圧力解放装置は、低流速、例えば毎分４リットル以下の流速で正常に機能する。
しかしながら従来の圧力解放装置は、酸素流速が毎分６リットル以上に増加すると、全て
の供給された加湿酸素が周囲の環境へ放出されるよりもむしろ加湿酸素供給管を介して患
者に再度確実に供給されるように、圧力解放装置のバルブが必ずしも適切に着座するとは
限らないといった機能不全に陥る傾向を有する。
【０００４】
　また増加した酸素流速は、酸素バブルが合体し、その合体したバブルがバブル加湿器に
含まれた液体を通って上昇し、液体表面を乱す傾向を有する。液体表面を乱す際、液体は
、バブル加湿器の排出口及び加湿酸素供給管の中に向かって飛び散らされる。そして、こ
の飛び散らされた液体、例えば水は、加湿酸素とともに、加湿酸素供給管の遠端に接続さ
れ、患者の鼻孔の中に加湿酸素を供給するカニューレの方へ運ばれる。排水器が、加湿酸
素から少量の液体を除去するために加湿酸素供給管に沿って設置される。従来の排水器は
、少量の水を加湿酸素供給管から適切に除去するが、多量の液体が加湿酸素供給管に侵入
して患者へと運ばれると、直ちに目詰まりを起こす。
発明の概要
　よって、上述した従来のバブル加湿器に関する短所や欠点を克服することが本発明の目
的の一つである。
【０００５】
　本発明のもう一つの目的は、バブル加湿器から延出する加湿酸素供給管に入る水などの
液体の量を最小限にしつつ、医療用の酸素に十分な量の湿度を加えることが可能なバブル
加湿器を提供することである。
【０００６】
　本発明の更なる目的は、加湿酸素供給管内に詰まり、よじれ、あるいは閉塞が生じたと
きにその支障を確実に示し、加湿酸素供給管から詰まり、よじれ、あるいは閉塞が除去さ
れたときに、バルブ要素を適切に着座位置に戻す圧力除去装置を提供することである。
【０００７】
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　さらに本発明のもう一つの目的は、加湿酸素供給管に入る液体の量を最小限にし、加湿
酸素供給管に入った液体を排水器によって除去し、バブル加湿器の使用に必要な、関連す
るメンテナンスを最小限にすることである。
【０００８】
　本発明の更なる目的は、ディフューザによって拡散されるバブルが、より多量かつ、よ
り改善された状態で拡散されるよう、より大きなバブル加湿器の表面領域を提供すること
である。
【０００９】
　さらに本発明のもう一つの目的は、バブルが容器の側壁に接触するとき、気泡の合体を
最小限にし、バブル加湿器の作動中、酸素の気泡が加湿器内の液体の中を移動するときの
液体の表面における乱流を最小限にすることである。
【００１０】
　また、本発明は、供給される酸素を加湿するためのバブル加湿器に関する。当該のバブ
ル加湿器は、多量の液体を保持するための加湿器基部と、加湿器基部のカバーとを備える
。バブル加湿器は、酸素をバブル加湿器に供給するための酸素注入口と、加湿酸素供給管
に接続し、加湿酸素を患者に供給するための加湿酸素放出口を有する。酸素注入口は、供
給された酸素を気泡式加湿器内に拡散するためのディフューザに接続されている。バブル
加湿器は、加湿器の作動中に加湿器内で発生する過剰な圧力を解放するための圧力解放装
置を有する。バブル加湿器は長手方向軸を画定し、加湿器基部に保持された液体が、加湿
器の作動中に加湿酸素放出口に入り、加湿酸素供給管内で運ばれるのを最小限にするため
、ディフューザは、その長手方向軸に対してほぼ垂直の角度に酸素を排出するよう配置さ
れている。
【００１１】
　また、本発明は、バブル加湿器を介して、供給される酸素を加湿する方法に関する。当
該の加湿方法は、多量の液体を保持する加湿器基部を用意するステップと、加湿器基部を
カバーで覆うステップと、バブル加湿器に酸素を供給すべく酸素注入口を加湿器に取付け
るステップと、加湿酸素を患者に供給すべく加湿酸素放出口を加湿酸素供給管に接続する
ステップと、加湿器基部に保持された液体中に供給された酸素を拡散すべく酸素注入口を
ディフューザに接続するステップと、加湿器の作動中に加湿器内で発生する過剰圧力を解
放すべくバブル加湿器に圧力解放装置を取付けるステップと、バブル加湿器で長手方向軸
を画定するステップと、加湿器基部内の液体が加湿器の作動中に加湿酸素放出口に入り、
加湿酸素供給管内で運ばれるのを最小にするため、ディフューザを介して酸素をディフュ
ーザから加湿器の長手方向軸に対してほぼ垂直の角度に排出するステップとを備える。
発明の詳細な説明
　図1を見て、本発明の基礎要素についての簡単な説明を行なう。当該図面でわかるよう
に、バブル加湿器２は、概して取り外し可能なカバー４を備え、該カバー４と加湿器基部
６とに設けられた一対の合わせネジ（図示されていない）によって、あるいは従来の又は
先行技術において周知のその他の連結配置によって、該カバー４はバブル加湿器２の加湿
器基部６と密閉嵌合している。該加湿器基部６は、十分な量の液体２２、つまり十分な量
の水が入ることができるよう設計されている。該カバー４は、中心に配置された酸素注入
口８と酸素放出口１０のみならず圧力解放装置１２をも有している。該圧力解放装置１２
の機能は以下に詳しく述べる。酸素発生器の排気口又は供給源１６は従来の方式で、例え
ば、ネジ式蝶ナット連結等によって、酸素注入口８と連結されている。酸素供給源１６は
酸素の十分な供給をもたらし、生成された酸素はバブル加湿器２に運ばれる。拡散器１８
はバブル加湿器２内に配置され、フレキシブル酸素供給源導管１４によって運ばれた酸素
を受け取るために加湿器の導管２０の第一の端部が酸素注入口８と連結されている。一方
、加湿器導管２０の反対の第二の端部は拡散器１８と連結されている。
【００１２】
　加湿酸素供給管２４の第一の端部は、酸素放出口１０と連結され、加湿酸素供給管２４
の反対の第二の端部は、例えばカニュ－レ２６のような酸素分配器具又は装置と連結され



(6) JP 4593268 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

ている。カニューレ２６は一対の突起部２８を有し、加湿された酸素を患者に供給するた
めに、該突起部２８は患者の鼻孔内に通常、配置される。患者に供給される加湿酸素とと
もに液体が運ばれないようにするために、通例の排水器３０が、酸素排気口１０とカニュ
ーレ２６の間の加湿酸素供給管２４内に配置される。
【００１３】
　取り外し可能なカバー４と加湿器基部６との間の連結に関する重要な側面は、これら２
つの部品は、これら２つの部品の間で気体と水の密封が実質上達成されていることである
。従来の酸素供給装置は、９３％～９５％の酸素を含有し、残りが窒素とその他空気中に
一般にある成分からなる気体を供給していた。十分な量の湿度がバブル加湿器２を経由し
て患者に供給される酸素に加えられることを容易にするために、該加湿器基部６は、典型
的には１００ｃｃ～３５０ｃｃの液体２２が入るような大きさにされている。
【００１４】
　図６～図１０からわかるように、拡散器１８は、概して外側拡散器ハウジング３２から
構成されている。該ハウジング３２は、酸素注入口８から拡散器１８に酸素を供給してい
る加湿器導管２０の遠端を受け入れ又は結合するための大きさと形状になっている開放端
部を有している。拡散器ハウジング３２の遠端は大体、先細り形状あるいは外側に向かっ
て朝顔状に広がった形状であり、ほぼ平坦な終壁又はキャップ３６によって閉じられ、又
は覆われる。広がった端部キャップ３６と拡散器１８とはそれぞれ別々に形成され、又は
好適には一体的に形勢され、例えばその中に形成された８つの放出通路のように、複数の
周辺放出通路３８を共に規定する。放出通路３８の各々が、例えば拡散器ハウジング３２
によって規定された長手方向軸ＬＤに対して４５度に位置するように、拡散器１８の外周
に等しく間隔で設けられている。この配置によって、加湿された酸素が拡散器ハウジング
３２の長手方向軸ＬＤに沿って流れ込み、該酸素は拡散器１８のエンドキャップ３６に衝
突し、バブル加湿器２によって規定された長手方向軸Ｌに対して実質的に直角の角度で、
該酸素は放出通路３８の１つを通過させられ放出される。拡散器ハウジング３２によって
規定された長手方向軸ＬＤは、バブル加湿器２によって規定された長手方向軸Ｌと実質的
に一致している。放出通路３８から放出された酸素は、酸素の気泡を形成し、気泡は加湿
器基部６の内側の壁に向かって方向づけられ、通常、加湿器基部６の内側の壁に衝突する
。酸素の気泡は、放出通路３８を通って放出され、バブル加湿器２の加湿器基部６内に入
れられた液体２２を通過して上昇するときに、該酸素の気泡が液体２２内に分散する傾向
がある。
【００１５】
　放出通路を通過して放出された相対的に高速の酸素の気泡は、加湿器基部６の側壁に向
かって酸素が液体２２を流れるとき、減速され部分的に吸収される。加湿器基部６内に入
れられた液体２２による減速とエネルギー吸収が、加湿器基部側壁と共に、加湿された酸
素の気泡が液体２２を通って上方に広がり、液体表面を乱すときに、液体２２が加湿酸素
供給管の吸入口内に飛び散り、吹き付けられる傾向を最小にする。
【００１６】
　図３乃至５に関連して、本発明の改良されたバブル加湿器２に用いられる圧力解放装置
１２についての詳細な説明を以下に示す。これらの図で分るように、圧力解放装置１２は
、主に、圧力解放ハウジング４０を備え、圧力解放ハウジング４０の底面５８に形成され
た解放ポート４２は、バブルディフューザ２の内部領域と直接連通している。圧力解放ハ
ウジング４０内には、移動可能な可動金属片４４が収納されており、該可動金属片４４は
、圧力解放ハウジング４０により規定される長手方向の軸ＬＰに沿って軸方向に移動可能
である。可動金属片４４の下向きの面は円錐形のバルブ要素４６を有し、該バルブ要素４
６は、圧力解放ハウジング４０の底面５８に設けられた解放ポート４２と密閉状態で係合
するような大きさ及び形状になっている。例えば約８グラムすなわち０．２８５オンス（
８．０８グラム）という可動金属片４４の重量によって、バルブ要素４６は、通常、圧力
解放ハウジング４０の底面５８に設けられた解放ポート４２を気密密閉して、そこから酸
素や液体が流れるのを防いでいる。
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【００１７】
　圧力解放ハウジング４０の内側の表面４８には、例えば嵌合スロット等の相補的ガイド
部材５２が可動金属片４４の側壁５３に沿って設けられるのに対して、圧力解放ハウジン
グ４０の長手方向の略全長にわたって延びる細長いリブ等の、第一のガイド部材５０を設
けることができる。細長いリブ及び嵌合スロットは、互いに嵌合して、圧力解放ハウジン
グ４０内での可動金属片４４の回転や位置ずれを防ぐ一方で、圧力解放ハウジング４０の
長手方向の軸ＬＰに沿って可動金属片４４が軸方向に移動することを可能にする。このガ
イド機構５０、５２はまた、万が一可動金属片４４が、バブル加湿器２内での過大な圧力
の発生により、解放ポート４２との係合から偏位してしまった場合に、解放ポート４２と
一体にあるいはその真上にバルブ要素４６を再配置することを可能にする。このような圧
力解放について、以下で更に詳細に説明する。
【００１８】
　可動金属片４４の直径は、圧力解放ハウジング４０の内径より僅かに小さく、これによ
って、可動金属片４４のバルブ要素４６が、圧力解放ハウジング４０の解放ポート４２と
の係合状態から偏位した場合に、酸素は、可動金属片４４の外表面と圧力解放ハウジング
４０の内表面との間を通過し、圧力解放ハウジング４０に形成された排出ポート５４から
流出することができる。圧力解放装置１２の排出ポート５４は、酸素等の気体がそこを通
って排出される際にホイッスル音を発して、圧力解放装置１２が動作中であることを示す
ように構成されている。圧力解放装置１２が動作可能である場合、このことが、加湿酸素
供給管２４に沿ったどこかに屈曲、あるいはある種の閉鎖や閉塞があることを、医療従事
者に対して示すことは理解されよう。医療従事者が、圧力解放装置１２によって発せられ
たホイッスル音を検知した場合、該医療従事者が加湿酸素供給管２４を注意深く調べて、
内部の屈曲を除去する、あるいは加湿酸素供給管２４内の閉塞や閉鎖を除去することによ
り、加湿酸素が持続的に中断することなく患者に供給される。
【００１９】
　加湿酸素供給管２４から屈曲、閉塞あるいは閉鎖が除去されると、バブル加湿器２内の
圧力は、例えば約１－３ｐｓｉの正常な動作圧力まで減少し、数秒のうちに、可動金属片
４４が重力によって徐々に下がろうとするため、バルブ要素４６が再び着座するようにさ
れて、圧力解放装置１２の解放ポート４２を密閉する。圧力解放装置１２が作動される度
に、解放ポート４２の真上にバルブ要素４６が正しく着座するのを確実にするため、バル
ブ要素４６は、圧力解放装置１２の長手方向軸ＬＰと約１５°の角度を形成する傾斜円錐
面５６を備えている。更に、バルブ要素４６は、バルブ要素４６が可動金属片４４と接合
している部分において、約０．１６７インチの軸方向の長さ及び約０．１４５インチの最
大直径を有している。
【００２０】
　可動金属片４４は、０．４６４＋／－０．００１インチの直径及び約０．３４インチの
高さを有することが好ましい。圧力解放装置１２の底面５８に設けられた解放ポート４２
は、圧力解放ハウジング４０の軸方向の長さが約０．４９インチであるのに対して、約０
．０６２インチの直径を有している。
【００２１】
　圧力解放装置１２の底面５８に設けられた解放ポート４２内に可動金属片４４を正しく
着座することができるように、少なくとも１つあるいは１組の向かい合う側部排出ポート
６０が、圧力解放ハウジング４０の側壁に設けられている。これらの側部排出ポート６０
は、約０．１０インチの直径を有しており、いずれも、可動金属片４４の側壁に通じ、可
動金属片４４が最下部に位置してバルブ要素４６が解放ポート４２と密閉係合している際
に、可動金属片４４の側壁によって覆われるような位置において、圧力解放装置１２の側
壁に設けられている。バブル加湿器２内の圧力が過大、例えば３ｐｓｉ超になると、可動
金属片４４は圧力解放装置１２の底面５８から偏位すなわち軸方向に移動させられ、それ
によって、圧力解放装置１２の底面５８に設けられた解放ポート４２から、バルブ要素４
６が外れる。これによって、側部排出ポート６０が、解放ポート４２から圧力解放装置１
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大気に放出される一方で、残りの酸素は排出ポート５４を介して放出されてホイッスル音
を発する。大気が側部排出ポート６０から入ってくることができるため、医療従事者が加
湿酸素供給路内の屈曲、閉塞あるいは閉鎖を除去するとすぐに、側部排出ポート６０はま
た、可動金属片４４のバルブ要素４６を解放ポート４２に正しく着座することを可能にす
る。こうして、側部排出ポート６０は、圧力解放装置１２の圧力が速やかに均等化される
ことを可能にし、この圧力均等化が、バルブ要素４６を解放ポート４２と一体に正しく着
座することを可能にする。
【００２２】
　圧力解放装置１２の天井壁６２は、可動金属片４４が完全開放位置まで移動した際に、
可動金属片４４の後面６６に当接するように位置している停止部６４を備えている。停止
部６４は、圧力解放装置１２の長手方向軸ＬＰと一致する、略円柱状の部材である。
【００２３】
　可動金属片４４は、バブル加湿器２内の圧力が例えば３－６ｐｓｉになると、内部の圧
力を解放するように、大体において構成されている。本願発明者は、バブル加湿器用の従
来の圧力解放バルブが、酸素流量の多い場合、すなわち酸素流量が毎分約６－約１５リッ
トル以上である場合には、適切に動作しないことを発見した。圧力解放装置１２の底面５
８に設けられた解放ポート４２は、バブル加湿器２の内部領域に過大な圧力が発生した場
合に動作可能となるだけであり、本願の改良された圧力解放装置１２は、バルブ要素４６
を、より正確かつ確実に解放ポート４２と一体に着座することを可能にする。
【００２４】
　本願の趣旨及び範囲を逸脱することなく、前記の改良されたバブル加湿器、ディフュー
ザ及び圧力解放手段に変更を加えることは可能であるため、前記の説明及び添付の図面に
示された要旨の全ては、本願における進歩的な概念を説明する単なる例として解釈される
べきであり、本発明を限定するものと解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明のバブル加湿器の適用を示した概略図である。
【図２】図1のバブル加湿器に用いられるカバーの拡大図である。
【図３】バブル加湿器のカバーと組み合わされた、通常の閉位置にある圧力解放装置を示
した断面図である。
【図４】着座位置から持ち上げられ、過剰な圧力がバブル加湿器から解放されている、バ
ブル加湿器のカバーと組み合わされた、開位置にある圧力解放装置を示した断面図である
。
【図５】図３に示した圧力解放装置と組み合わされた可動金属片の拡大図である。
【図６】酸素を加湿する前に酸素を拡散するためのバブル加湿器と組み合わされた拡散器
の立面図である。
【図７】図６の拡散器の平面図である。
【図８】図７の８－８線における拡散器の断面図である。
【図９】図８の９－９線における拡散器８の端面図である。
【図１０】図６の拡散器の斜視図である。
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